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※認定住宅の場合、1～10年目は各年、住宅ローン年末残高の1％(最大 50万円)を控除

控除期間を3年延長
「建物購入価格×2％÷3」または「住宅ローン年末残高の
1％」のいずれか低い金額を控除

改正前の住宅ローン控除と変更なし
 (住宅ローン年末残高の1％を控除。最大40万円)
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